
 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 
 
 

現行制度での評価 現行制度での評価とCASBEE評価の関係 

・建築物環境配慮指針に従い、 

 各配慮項目の評価基準に基づき評価 
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建築物環境計画書（現行制度） 
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(イ) ＣＡＳＢＥＥ 

(ア) 建築物環境計画書 

 【環境性能に関する総合評価】  
 ・ Qの合計点数／Lの合計点数 ＝BEE値  

   による総合評価  

・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用の 

 合理化 

・資源の適正利用 

・自然環境の保全 

・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象 

 の緩和 

建築物環境計画書 

・室内環境（音環境等） 

・サービス機能（耐震性、信頼性等） 

・室外環境(敷地内)（みどり等） 

  

  

・エネルギー 

・資源・マテリアル 

・敷地外環境（ﾋｰﾄ、CO2） 

【各分野に関する項目別評価】  
 
＜現行の環境配慮４分野＞ 

 ① エネルギー使用の合理化 

      （再エネ導入検討を含む） 

 ② 資源の適正利用 

 ③ 自然環境の保全 

 ④ ヒートアイランド現象の緩和   
  

【Ｌ（建築物の環境負荷）】 

【Ｑ（建築物の環境品質）】 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 
 
 

ＣＡＳＢＥＥ 

・ 地域冷暖房  

再構築後の評価（案） 

資料５ 

 
【再構築後の提出書類（案）】 

（ア）建築物環境計画書（取組評価書）による提出 

  取組評価書で環境配慮４分野に関する項目別評価入力を 

  行うことにより、「取組評価書まとめ」(仮) が作成される 
 
 
（イ）CASBEEの評価結果による提出 

  ・CASBEEの評価結果から環境配慮４分野に関する内容を抜粋 

  ・環境配慮４分野に関する定量的な事項等を追記 

  → (ア)の場合と同様の「取組評価書まとめ」(仮)が 

       作成される 
 

建  築  物  の  環  境  性  能  に  関  す  る  総  合  評  価  制  度  （C A S B E E）  の  活  用  に  つ  い  て   

○  建築物環境計画書（取組評価書）の評価項目・方法は、CASBEEでの項目・方法と整合を図る 

○  「建築物環境計画書（取組評価書）」または「※CASBEEを用いた評価結果（根拠資料含む）」のいずれかを建築主等（提出者）が選択し、提出 
  
    ※（一社）日本サステナブル建築協会が運用する建築環境総合性能評価システム 

評価 

評価 

平成29年度第１回技術検討会資料 

 
【課題】  

  ○ CASBEEで提出された場合の取扱いについて 

   → 自己評価方式 または 認証機関による認証を求める方式 
取組評価書まとめ(仮) 

CASBEEの評価結果 

評価入力 
により作成 

・CASBEEの評価結果から、環境配慮４分野に 

 関する部分を抜粋 
 
・環境配慮４分野に関する定量的な事項等を 

 追記 

提出された全ての案件で 

作成される 


